
令和４年４月定例会議

１ 期　　日 令和４年４月２８日（木）　　開会　午後２時

　　　　　　　　　　 　　 　閉会　午後２時５０分

２ 場　　所 香取市役所５階　５０４会議室

３ 出席委員 教 育 長　金　子　基　一

教育委員　熱　田　　　昇

教育委員　芦　田　優　子

教育委員　伊　藤　博　和

教育委員　鳥　次　由紀子

４ 傍聴者 なし

５ 出席職員 教育次長　　　　　　　　　　宇　井　正　志

教育総務課長　　　　　　　　小　沼　利　之

学校教育課長　　　　　　　　葛　生　　毅

生涯学習課長　　　　　　　　髙　岡　洋　一

生涯学習課副参事　　　　　　椎　名　竜　也

香取市学校給食センター所長　秋　葉　伸　明　

教育総務班長　　　　　　　　多賀谷　朱　美

６ 教育長 開会宣言

７ 会議録署名人の指名 委員　芦田　優子　　　　　委員　伊藤　博和　　　

８ 前回会議録の承認 令和４年４月臨時会議事録を承認

　

香取市教育委員会会議録



９ 教育長報告 　３月２３日から４月２８日までの公務報告です。
　３月２３日(水)は令和４年度第１回香取地区教育長会議が市役所５０４会
議室で開催されました。私が同会の会長になりましたので、ご報告いたしま
す。
　同日午後には東部五市体育研究協議会がありました。毎年、成田市・銚子
市・旭市・匝瑳市・香取市の五市で体育大会を開催しておりましたが、ここ
２年間はコロナウイルス感染症の影響で同大会は中止しておりました。今年
度は香取市で開催することになりましたので、その打合せを行ったもので
す。
　２５日(金)は津宮小学校・大倉小学校の閉校式が同日で時間をずらして行
われました。今までの閉校式では卒業生や近隣の方をご招待していました
が、コロナ禍の影響により、今回は在校児童と今年度卒業した児童のみ参加
して開催されました。市からは市長と私が出席してまいりました。
　２８日(月)は北総教育事務所管内の教職員の辞令交付式が午前中に多古コ
ミュニティセンターでありました。同日午後は市内の教職員の辞令交付式が
市役所大会議室で行われました。

　２９日(火)は第９２回新型コロナウイルス対策本部会議がありました。
　４月７日(木)は津宮小学校と大倉小学校が統合して新しく水の郷小学校が
開校しましたので、その開校式に参加してまいりました。これも在校児童の
みの参加で、市からは私のみが参列いたしました。
　９日(土)は三菱銀行佐原支店旧本館保存修理工事が完了しまして、その竣
工式を行わせていただきました。竣工式は午前中に行われ、午後から一般公
開が行われる運びとなりました。
　１２日(火)は山田Ｂ＆Ｇ海洋センター修繕助成決定書授与式がございまし
た。山田にある艇庫が老朽化しておりましたので、それを改修することにな
りました。元々、Ｂ＆Ｇ財団より資金を提供していただいて建てたものにな
りますが、今回の修繕についても資金援助していただけるということで、通
常1千万円が限度とされているのものになりますが、香取市は色々な取り組み
をしているということで、特別に３千４百万円の助成を受けて修繕すること
となりました。

　概略としては艇庫ですので、カヌー等を格納してありますが、その屋上に
も上がれるようになっていて見学ができる施設になる予定です。
　また、外にはシャワー施設を作ってアクティビティをした後に、シャワー
を浴びれるようになるとのことです。橘ふれあい公園にはキャンプ場が併設
される予定ですので、そういった施設とコラボした企画を今後考えていきた
いと思います。
　２０日(水)は市原市役所にて、千葉県市町村教育委員会連絡協議会の令和
４年度第１回幹事会が行われました。総会については、職務代理者に参加し
ていただく予定となっております。本来は、教育委員全員が参加するものに
なりますが、コロナウイルス感染症の影響で、会場が狭いために事務局員含
めて２名のみの参加となっております。そのため、教育委員からは職務代理
に参加していただくことになりました。



　２５日(月)は小見川中学校で防犯ブザー贈呈式がありました。１８回目を
数えると思いますが、小見川水上スキークラブから小見川中学校１年生の女
子生徒に対して防犯ブザーを毎年寄付していただいております。小見川水上
スキークラブの代表者は小山田石油の小山田富行氏でございます。
　本日２８日(木)は午前中に小見川市民センターいぶき館で、香取市小見川
文化協会定期総会がありましたので出席してまいりました。対面での定期総
会は３年ぶりでございました。文化協会会員は段々少なくなってきていると
会長はおっしゃっておられまして、私は学校教育と連携しながら、会員の募
集をしてみてはいかがかと提案させていただきました。
　本日、定例教育委員会後には、香取市スポーツ推進委員会の定期総会がご
ざいます。
　報告は以上です。



１０ 議決事項

議案第１号 令和４年度香取市特別支援連携協議会委員の委嘱又は任命について

議案第２号 令和４年度香取市専門家チーム会議委員の委嘱又は任命について

議案第３号 令和４年度香取市巡回相談員の委嘱又は任命について

教育長 議案第１号から第３号については、香取市特別支援教育推進事業に関わる
関連案件ですので、提案理由説明と質疑を一括して行いたいと思いますが、
いかがでしょうか。

委員・審議 全員賛成

教育長 それでは一括で提案理由説明を行います。事務局からお願いいたします。

学校教育課長 一括で提案理由説明をさせていただきます。初めに３ページの議案第１号
「令和４年度香取市特別支援連携協議会委員の委嘱又は任命について」、ご
説明いたします。

香取市では香取市特別支援教育体制推進事業に基づき、特別支援教育を推
進しております。特別支援連携協議会は香取市特別支援教育体制推進事業の
組織の一つであり、市における特別支援教育の総合的な支援のために、有効
な教育・福祉・医療などの関係機関の連携協力を確保し友好な組織化を図る
ことを目的としています。

香取市特別支援教育連携協議会要項第３条の規定により、４ページに示し
た委員を委嘱又は任命するものでございます。
　委員は１４名です。再任７名、新任７名です。

次に５ページ、議案第２号「令和４年度香取市専門家チーム会議委員の委
嘱又は任命について」、ご説明させていただきます。

香取市専門家チーム会議も、先程ご説明した香取市特別支援教育体制推進
事業の組織の一つであり、各保育所、こども園、幼稚園、小学校、中学校、
高等学校の特別な支援を必要とする幼児、児童、生徒のために望ましい教育
的対応を示すことを目的としております。

香取市専門家チーム会議要項第３条の規定により、６ページに示した委員
を委嘱又は任命するものでございます。
　委員は１１名です。再任９名、新任２名です。



続いて７ページ、議案第３号「令和４年度香取市巡回相談員の委嘱又は任
命について」、ご説明します。香取市巡回相談員も香取市特別支援教育体制
推進事業の組織の一つです。巡回相談員は、各園、学校、保護者からの要請
を受け、委員が学校などを訪問し教職員への指導・助言にあたります。

必要に応じて定期的に訪問し、児童生徒の健やかな成長を長期的に支えま
す。

そして、巡回相談員は、その機動力を生かし学校などを訪問し、直接支援
にあたるとともに、専門家チームと密に連携を図り、広い視野に立った学校
支援を行います。
　８ページに示した巡回相談員を委嘱又は任命するものでございます。
　巡回相談員は９名です。再任８名、新任１名です。

以上、議案第１号から議案第３号につきまして、ご審議の程お願いいたし
ます。

教育長 ただいま提案理由の説明が終わりました。
議案第１号から議案第３号について質疑に入ります。
質疑ございますか。

委員・質疑 ３つの委員が連携してとのことでしたが、具体的にはどのように連携する
のですか。

組織図等があると、よりわかりやすいのではないかと思いますが、いかが
でしょか。

学校教育課長 この場ではお示しすることはできませんが、わかりやすい組織図の作成につ
いて検討し、次回の会議等でお示しできればと考えております。

教育長 その他質疑はございますか。

委員・審議 ありません。

教育長 　それでは質疑を終結させていただきます。
　一つずつ採決させていただきます。

議案第１号「令和４年度香取市特別支援連携協議会委員の委嘱又は任命に
ついて」、採決します。
　１４名の委嘱又は任命ですが、一括採決でよろしいでしょうか。

委員・審議 全員賛成

教育長 では、一括で採決を行います。賛成の方は挙手をお願いします。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第１号は原案のとおり可決しました。



教育長 次に、議案第２号「令和４年度香取市専門家チーム会議委員の委嘱又は任
命について」、採決します。
　１１名の委嘱又は任命ですが、一括採決でよろしいでしょうか。

教育長 では、一括で採決を行います。賛成の方は挙手を願います。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第２号は原案のとおり可決しました。

教育長 次に、議案第３号「令和４年度香取市巡回相談員の委嘱又は任命につい
て」、採決します。
　９名の委嘱又は任命ですが、一括採決でよろしいでしょうか。

教育長 では、一括で採決を行います。賛成の方は挙手を願います。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第３号は原案のとおり可決しました。

議案第４号 令和４年度教科用図書香取採択地区協議会委員の選任について

教育長 議案第４号「令和４年度教科用図書香取採択地区協議会委員の選任について
ですが」、本件は、教科用図書の採択に係る委員の選任の案件です。教科用
図書採択にかかる公正確保の観点から、香取市教育委員会会議規則第６条の
規定により、秘密会にしたいと思います。賛成の方の挙手をお願いいたしま
す。

委員・審議 全員挙手

教育長 全員賛成ですので、議案４号については、秘密会といたします。関係職員以
外の方は退席をお願いいたします。

～～～　以降、秘密会とする。　～～～

（　審　議　）

～～～　審議後、秘密会を解く。～～～

議案第５号 令和４年度香取市学校評議員の委嘱について

教育長 議案第５号「令和４年度香取市学校評議員の委嘱について」、事務局から提
案理由説明をお願いいたします。



学校教育課長 １１ページ、議案第５号「令和４年度香取市学校評議員の委嘱につい
て」、ご説明します。

香取市立小学校及び中学校管理規則第１５条の規定により、香取市学校評
議員の委嘱について、教育委員会議の同意を求めるものです。各学校の校長
より推薦のあった候補者は別冊の学校評議員（案）のとおりです。人数が多
いので一人一人の説明は割愛させていただきますが、候補者は学識経験者、
元教育関係者、民生委員、主任児童委員、区長、社会福祉協議会役員、青少
年相談員、地域住民代表、保護者代表などとなっています。

今回、小学校１５校、中学校７校の２２校を併せてご審議をお願いいたし
ます。学校により、４名から７名の違いはありますが、小学校８３名、中学
校３８名の合計１２１名です。今年度新たに学校評議員に推薦を受けた者
は、小学校で４１名、中学校で１７名の計５８名です。男女比は男性８７
名、女性３４名です。２名の方は２校を兼任しておられます。任期は委嘱の
日からその年度末、令和５年３月３１日までとなっています。

学校評議員の方から頂いたご意見は、学校評価の大きな柱となり、校長の
経営改革の指標となっております。学校教育課としては、この制度を通し
て、各学校に対して特色ある教育活動を展開、開かれた信頼される学校づく
りの推進を指導・助言し、地域と連携・協働しながら目指す学校教育を実現
できるようにしていきます。説明は以上です。
　ご審議の程、よろしくお願いいたします。

教育長 それでは、議案第５号について、質疑に入ります。質疑はございませんか。

委員・質疑 水の郷小学校の学校評議員について、大倉小学校の関係者の方しかおられ
ないように思えるのですが、津宮小学校の関係者の方はおられるのですか。

学校教育課長 今回、水の郷小学校の評議員を推薦するに当たり、学校統合の１年目とい
うことで、大倉小学校と津宮小学校からそれぞれ３名を推薦し、計６名の方
に学校評議員をお願いすることを大倉小学校長と話し合いました。

名簿に記載された６名のうち、NO.１～３の３名については、大倉小学校か
ら推薦された方です。そしてNO.４～６の３名は津宮小学校から推薦された方
です。３名のうち、大倉小学校の学校長をされていた方がおられますが、お
住まいが津宮地区ということで、津宮地区の学識経験者として推薦をさせて
いただいております。

教育長 他に質疑ありますか。

委員・審議 ありません。

教育長 質疑なしの声がありましたので、議案第５号「令和４年度香取市巡回相談員
の委嘱又は任命について」、採決します。各学校４名から７名、延べ１２１
名の委嘱又は任命ですが、一括採決でよろしいでしょうか。

委員・審議 全員賛成

教育長 では、一括で採決を行います。賛成の方は挙手を願います。

委員・審議 全員賛成



教育長 全員賛成と認め、議案第５号は原案のとおり可決しました。

議案第６号 香取市社会教育委員の委嘱について

教育長 議案第６号「香取市社会教育委員の委嘱について」、事務局から提案理由説
明をお願いいたします。

生涯学習課長 　議案第６号「香取市社会教育委員の委嘱について」、ご説明します。
　議案書の１３ページと１４ページをご覧ください。

社会教育委員は、社会教育に関する諸計画の立案等について、意見や助言
をするために設置されているものです。

この４月末で２年の任期が終了することに伴い、１４ページの１３名の方
を委嘱するものです。
　３名の方が新任、その他の方が再任となります。

なお、例年、社会教育関係者として委嘱している青少年相談員の代表につ
きましては、今年の４月１日に青少年相談員が委嘱替えとなり、現在代表者
が未定となっているため、決まり次第、上程させていただきます。
　予定としては、計１４名となります。

また、公民館の事業の企画実施について調査審議を行う公民館運営審議会
委員、図書館の運営について審議を行う図書館評議会委員については、社会
教育委員をもって充てると各条例で定められておりますので、これら二つの
委員についても併せて委嘱することになります。
　説明は以上です。

教育長 それでは、議案第６号について、質疑に入ります。質疑はございませんか。

委員・審議 ありません。

教育長 質疑なしの声がありましたので、議案第６号「香取市社会教育委員の委嘱に
ついて」、採決します。１３名の委嘱ですが、一括採決でよろしいでしょう
か。

委員・審議 全員賛成

教育長 では、一括で採決を行います。賛成の方は挙手を願います。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第６号は原案のとおり可決しました。

議案第７号 香取市青少年相談員の委嘱について

教育長 議案第７号「香取市青少年相談員の委嘱について」、事務局から提案理由説
明をお願いいたします。



　議案第７号「香取市青少年相談員の委嘱について」、ご説明いたします。
議案書の１５ページをご覧ください。青少年相談員は、県の設置要項に基

づき、地域全体での青少年の健全育成を図るため、主に小学生を対象にス
ポーツや野外活動等を行っております。前任の任期が今年の３月３１日まで
で、今回上程している方以外の１４８名の方については、３月の定例会で承
認いただいているところですが、本日上程の２名の方につきましては、提出
手続きが遅れまして、本日の上程となりました。

任期は３年間で令和４年４月１日から令和７年３月３１日までとなりま
す。

本日２名の方を承認いただきますと、１５０名の青少年相談員を委嘱する
ということになります。説明は以上です。

教育長 それでは、議案第７号について、質疑に入ります。質疑はございませんか。

委員・審議 ありません。

教育長 質疑なしの声がありましたので、議案第７号「香取市青少年相談員の委嘱に
ついて」、採決します。２名の委嘱ですが、一括採決でよろしいでしょう
か。

委員・審議 全員賛成

教育長 では、一括で採決を行います。賛成の方は挙手を願います。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第７号は原案のとおりで差し支えないということで決
定しました。

議案第８号 香取市青少年問題協議会委員の委嘱について

教育長 議案第８号「香取市青少年問題協議会委員の委嘱について」、事務局から提
案理由説明をお願いいたします。

生涯学習課長 議案第８号「香取市青少年問題協議会委員の委嘱について」、ご説明しま
す。
　議案書の１７ページをご覧ください。

青少年問題協議会は、香取市内の関係行政機関と青少年に関する施策の連
絡調整を図り、その効果的促進、青少年の健全な育成を図ることを目的とし
て設置されているものです。

その協議会委員は合計１９名を令和３年８月１日付で委嘱をしております
が、委員に委嘱している役職の人事異動等に伴い、今回３名の方を改めて委
嘱するものです。
　任期は残任期間の令和６年７月３１日までとなります。
　説明は以上です。

教育長 それでは、議案第８号について、質疑に入ります。質疑はございませんか。

委員・審議 ありません。



教育長 質疑なしの声がありましたので、議案第８号「香取市青少年問題協議会委員
の委嘱について」、採決します。３名の委嘱ですが、一括採決でよろしいで
しょうか。

委員・審議 全員賛成

教育長 では、一括で採決を行います。賛成の方は挙手を願います。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第８号は原案のとおりで差し支えないということで決
定しました。

議案第９号 香取市生涯学習人材バンク事業推進協議会委員の委嘱について

教育長 議案第９号「香取市生涯学習人材バンク事業推進協議会委員の委嘱につい
て」、事務局から提案理由説明をお願いいたします。

生涯学習課長 議案第９号「香取市生涯学習人材バンク事業推進協議会委員の委嘱につい
て」、ご説明します。
　議案書の１９ページをご覧ください。

生涯学習人材バンク事業は、自主的な学習活動、学校の教育活動や市主催
の各種講座の実施に際し、市民の方が持っている技術や特技を活用し、共に
学び教え合う精神と、市民の生きがいづくりを援助することを目的としてお
ります。推進協議会は人材バンク事業の企画運営を行うために設置されてい
るもので、８名の方を委嘱しておりますが、委嘱している役職の人事異動に
伴い、今回１名の方を委嘱するものです。
　任期は残任期間の令和４年５月３１日までとなります。説明は以上です。

教育長 それでは、議案第９号について、質疑に入ります。質疑はございませんか。

委員・質疑 今回委嘱される方は、以前教育委員会にいらした方ですか。

生涯学習課長 ３月まで市の職員で、過去には教育総務課長として教育委員会に在籍してお
りました。

教育長 その他ありますか。

委員・質疑 令和５年５月３１日以降は、全員入れ替えとなるのですか。

生涯学習課長 そのとおりです。
後日また委嘱について上程をさせていただきます。

教育長 その他ありますか。



委員・審議 ありません。

教育長 質疑なしの声がありましたので、議案第９号「香取市生涯学習人材バンク事
業推進協議会委員の委嘱について」、採決します。賛成の方は挙手をお願い
します。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第９号は原案のとおり可決しました。

議案第１０号 香取市文化財保護審議会委員の委嘱について

教育長 議案第１０号「香取市文化財保護審議会委員の委嘱について」、事務局から
提案理由説明をお願いいたします。

生涯学習課長 議案第１０号「香取市文化財保護審議会委員の委嘱について」、ご説明し
ます。議案書２１ページ、２２ページをご覧ください。香取市文化財保護審
議委員会は、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議等を
するために設置されたもので、この４月末で２年の任期が終了することに伴
い、２２ページの８名の方を委嘱するものです。１名の方は新任、それ以外
の方は再任となります。任期は令和４年５月１日から令和６年の４月３０日
までとなります。
　説明は以上です。

教育長 それでは、議案第１０号について、質疑に入ります。質疑はございません
か。

委員・質疑 役職等の記載がない方というのは、文化財に関わりがある方なのですか。

生涯学習課長 現在、当該欄に記載できるような役職に就いておられる方は、その役職を
記載しております。それ以外の方々ですが、過去に文化財に携わっていた方
や文化財に詳しい方々になります。

補足で申し上げますと、このたび新たに選任される方は、県立の大利根博
物館で上席研究員として在籍しておられたという経歴をお持ちの方になりま
す。

教育長 その他ありますか。

委員・質疑 現在記載がない方についても、役職を記載した方がよいのではないでしょう
か。

生涯学習課長 　「役職等」という項目ですので、現在そういった役職に就かれていない方
についての当該欄の記載がございません。
　しかし、文化財保護審議委員会については、条例で文化財に精通している
者、識見を有する者の中から委嘱するということになっておりますので、審
議に際して、そういった経歴がわかった方が良いということであれば、過去
の役職等についても記載することを検討したいと思います。



教育長 「役職等」だけでなく「略歴等」についても示していただき、その方の適性
がわかるような資料となるように今後検討していただければと思います。

教育長 その他ありますか。

委員・審議 ありません。

教育長 質疑なしの声がありましたので、議案第１０号「香取市文化財保護審議会委
員の委嘱について」、採決します。８名の委嘱ですが、一括採決でよろしい
でしょうか。

委員・審議 全員賛成

教育長 では、一括で採決を行います。賛成の方は挙手を願います。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第１０号は原案のとおり可決しました。

議案第１１号 香取市文化財保存活用地域計画協議会委員の委嘱又は任命について

教育長 議案第１０号「香取市文化財保存活用地域計画協議会委員の委嘱又は任命に
ついて」、事務局から提案理由説明をお願いいたします。

生涯学習課長 議案第１０号「香取市文化財保存活用地域計画協議会委員の委嘱又は任命
について」、ご説明します。
　２３ページをご覧ください。

この協議会は文化財の保存・活用に関する総合的な計画である文化財保存
活用地域計画の策定とその推進を目的として、文化財保護法に基づき設置さ
れているものです。

その委員は１３名を令和２年７月１日付で委嘱等をしておりますが、委員
に委嘱等している役職の人事異動に伴い、３名の方を今回委嘱等するもので
す。
　任期は４月１日から残任期間の令和４年６月３０日までとします。

先程と同様に６月３０日以降はすべての方が任期満了に伴い、上程をさせ
ていただきたいと考えております。
　説明は以上です。

教育長 それでは、議案第１１号について、質疑に入ります。質疑はございません
か。

委員・審議 ありません。

教育長 質疑なしの声がありましたので、議案第１１号「香取市文化財保護審議会委
員の委嘱について」、採決します。３名の委嘱ですが、一括採決でよろしい
でしょうか。賛成の方は挙手をお願いします。



委員・審議 全員賛成

教育長 では、一括で採決を行います。賛成の方は挙手を願います。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第１１号は原案のとおり可決しました。

議案第１２号 香取市スポーツ推進委員の委嘱について

教育長 議案第１２号「香取市スポーツ推進委員の委嘱について」、事務局から提案
理由説明をお願いいたします。

生涯学習課
副参事

議案第１２号「香取市スポーツ推進委員の委嘱について」、ご説明しま
す。

資料の２５ページから２７ページになります。スポーツ推進委員の委嘱に
ついては、スポーツ基本法第３２条及び香取市スポーツ推進員に関する規則
の規定により、別表の２６ページから２７ページにあります５４名の委嘱の
同意を求めるものです。スポーツ推進委員には、社会的信望があり、スポー
ツに関する深い関心と理解を持つ方を委嘱します。

職務についてですが、スポーツの推進のための事業に係る連絡調整、市民
のスポーツ活動促進のための組織の育成、関係団体及び行政機関の行うス
ポーツ行事又は事業への協力、市民に対しスポーツについて理解を深めさ
せ、スポーツの振興のための指導・助言がその職務となります。これまで市
民レガッタ、小江戸マラソン、スポーツ協会事業、市民ハイキング、地域ご
とのスポーツレクリエーション大会、各種スポーツフェスなどにご協力いた
だいております。

今回、令和４年３月３１日をもちまして、委員５４名の任期が満了となり
ましたので、再任４３名、新任１１名の５４名を委嘱するものであります。

期間は令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの２年間の任期とな
ります。本来であれば、４月１日の臨時会で上程すべきものでありますが、
新任の選考で時間を要し、本会議での上程となりました。ご審議の程よろし
くお願いいたします。
　説明は以上です。

教育長 それでは、議案第１２号について、質疑に入ります。質疑ございませんか。

委員・質疑 以前の資料では、競技名の記載があったと思うのですが、いかがでしょう
か。

生涯学習課
副参事

以前、残任期間があった状態で委員の変更がありました際は、委嘱する委
員について、当該委員が専門とする競技名の記載をいたしました。

競技名の記載については、必須ではありませんが、参考までに記載したも
のであります。

今後の委嘱の上程に際して、必要であれば競技等の記載をすることを検討
したいと思います。



教育長 その他ありますか。

委員・審議 ありません。

教育長 質疑なしの声がありましたので、議案第１２号「香取市スポーツ推進委員の
委嘱について」、採決します。５４名の委嘱ですが、一括採決でよろしいで
しょうか。

委員・審議 全員賛成

教育長 では、一括で採決を行います。賛成の方は挙手を願います。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第１２号は原案のとおり可決しました。

議案第１３号 香取市長の権限に属する事務の一部の補助執行について

教育長 議案第１３号「香取市長の権限に属する事務の一部の補助執行について」、
事務局から提案理由説明をお願いいたします。

教育総務課長 議案第１３号「香取市長の権限に属する事務の一部の補助執行につい
て」、ご説明します。
　議案の２９ページをご覧ください。

本案は、市長の権限の属する事務の一部を教育委員会へ補助執行すること
に関して、地方自治法第１８０条の２の規定により、市長から教育委員会に
対し、協議の申出がありましたので、教育委員会の了承をお願いするもので
す。

議案の３０ページが、令和４年４月１５日付けで市長から協議があった申
出となります。

補助執行させる事務は、合計２件で１つ目は、「地域における歴史的風致
の維持及び向上に関する事務」です。

概要につきましては、現在、都市整備課と生涯学習課が事務局となって、
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づき、平成３０年
度に、香取市歴史的風致維持向上計画を策定しました。また、その後の事務
処理等を進めてきました。

しかしながら、現状は当該法律での取り扱いの対象が主に文化財建造物等
であることから、実情は文化財主管課である生涯学習課が主体となって関係
する業務を行っており、加えて、今後は当該法律の施行細則の制定と、これ
に係る業務の執行も見込まれます。

つきましては、今後の事務処理等をより円滑に進めるために、香取市長の
権限に属する当該事務を教育委員会に補助執行させるものです。



続いて２件目は、「子ども・子育て支援法に基づく幼稚園等に関する事務
」です。

概要は、令和元年１０月１日に「子ども・子育て支援法」が改正され、私
立幼稚園の利用料が無償化となり、このことに伴い発生する「施設等利用給
付認定業務」や、「低所得世帯に対する副食費の補足給付に係る業務」につ
きまして、学校教育課の事務分掌として行っているのが現状です。

つきましては、上記実態に合わせるため、当該規程を改正し、市長の権限
に属する事務を教育委員会に補助執行させるものです。

なお、この度の市長部局からの協議につきまして、委員の皆様のご了承が
得られましたら、その旨を市長部局へ回答し、市長部局で当該規程の改正が
行われる予定です。
　説明は以上です。

教育長 それでは、議案第１３号について、質疑に入ります。質疑はございません
か。

委員・審議 ありません。

教育長 質疑なしの声がありましたので、議案第１３号「香取市長の権限に属する事
務の一部の補助執行について」、採決します。賛成の方は挙手をお願いしま
す。

委員・審議 全員賛成

教育長 全員賛成と認め、議案第１３号は原案のとおり可決しました。

１１ その他 　　

教育長 委員の皆様から何かありますか。

委員・意見 ありません。

教育長 事務局から何かありますか。

教育総務課長 令和４年度香取地区教育委員会連絡協議会定期総会について

５月定例教育委員会議について

１２ 閉会 以上をもちまして、香取市教育委員会４月定例会を閉会いたします。


